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クリック 

様式の各記載事項を 
入力して下さい。 

←たしかめたん吹き
出し追加 

36協定：①届出様式の作成 手続例 



届出等をここで、「ファイルに保存」をしておけば、
次回作成する際に「ファイルから読込」をクリックす
ると、今回作成したファイルを使用できます。 

※Ｐ11の「申請データの保存」でも保存が可能です。 

９ 

記載事項を入力したら 
「署名して次へ進む」をクリック 

36協定届や特別条項等の解説はこちら！ 
 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-
Roudoukijunkyoku/0000123090.pdf 

過半数代表者等の要件を確かめよう！ 
36協定は、「労働者の過半数で組織する労働組合」 
その組合がない場合は「労働者の過半数を代表す 
る者」と締結する必要があります。解説はこちら。 
 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-
Roudoukijunkyoku/0000187490.pdf 

要件を
チェック 

36協定：②作成した様式をファイル保存する場合 手続例 


